
 
 

寿都町過疎地域持続的発展方針 変更箇所対照表 
 

 変更箇所 
（変更後の頁、行）

新たな方針案 現行方針

 ・３頁、（ウ） （ウ）社会的条件 

 （略）町道は、１級町道８路線、２級町道 17 路線、
一般町道 130 路線の計 155 路線があり、産業経
済、生活等の基盤となっています。町道の舗装率
は 44.8％で、高いとはいえない数字ですが、生活
路線でみると一定の水準を保っています。 

   また、除排雪の状況をみると、町道の除雪率 
は 34.5％、排雪率は 28.2％となっています。

（ウ）社会的条件 

 （略）町道は、１級町道８路線、２級町道 17 路線、
一般町道 129 路線の計 154 路線があり、産業経
済、生活等の基盤となっています。町道の舗装率
は 44.5％で、高いとはいえない数字ですが、生活
路線でみると一定の水準を保っています。 

   また、除排雪の状況をみると、町道の除雪率 
は 59.0％、排雪率は 27.1％となっています。

 ４頁、◎本町の簡易水道は～ 下水道の加入率は令和６年４月１日現在で
87.3％となり、区域外の地区については、合併浄
化槽による整備を進め、設置数は約 200 基、加入
率は 84.0%となっており、悪臭や海の汚染など環
境衛生や海域資源に悪影響を及ぼす未処理の排
水は大幅に改善されています。

下水道の加入率は令和３年４月１日現在で
85.2％となり、区域外の地区については、生活排
水処理基本計画に基づき合併浄化槽による整備
を進め、設置数は約 200 基、加入率は 70.8%とな
っており、悪臭や海の汚染など環境衛生や海域資
源に悪影響を及ぼす未処理の排水は大幅に改善
されています。

別紙様式１



 ５頁、◎本町のゴミ処理は～
引き続き循環型社会の形成に向け、排出量抑制の啓発

と資源化への一層の取組が求められますが、今後、ご

み処理施設の老朽化に伴い、収集したごみの中継施設

の整備及び岩内地方清掃センターへ搬入する広域処

理体制の構築が必要となっています。

引き続き循環型社会の形成に向け、排出量抑制の啓発

と資源化への一層の取組が求められますが、今後、ご

み処理施設の耐用年数が経過することによる建て替

えや広域処理も含めた、処理体制の検討が必要となっ

ています。

 ６頁、◎本町の住宅状況は～ 本町の住宅状況は、持ち家の割合は全体の 63.3％で、
公営住宅などの割合は 17.6％となっています。平成２
年以降、持ち家の割合は減少し、公営住宅などの公営
借家は変動がありますが、安定した割合となっていま
す。

本町の住宅状況は、持ち家の割合は全体の 63.6％で、公
営住宅などの割合は 16.1％となっています。平成２年以
降、持ち家の割合は減少し、公営住宅などの公営借家の
割合が漸増しています。

 ７頁、◎農業は、担い手～
農業は、担い手不足や耕作放棄地の増加などの構造的

な問題がある中、再生可能エネルギーを活用した施設

農業は、担い手不足や遊休農地などの構造的な問題か

ら、再生可能エネルギーを活用した通年での施設栽培



 
栽培型農業を推進しています。また、本町は耕地面積

が限られていることから、小面積でも栽培可能な高収

益作物に取り組むとともに、観光的要素を取り入れた

農業や交流型農業の展開により農村地域の活性化を

図る必要があります。

型農業をモデル事業として実施し、観光的な要素や交

流型農業の展開、農村地域の活性化を図る必要があり

ます。

 ８頁、◎本町の工業は～
本町の工業は、令和４年経済構造実態調査によると、

事業所数 11 カ所、従業員数 186 人、製造品出荷額で

は、4,446 百万円となっています。（略）

本町の工業は、令和元年工業統計によると、事業所数

10 カ所、従業員数 215 人、製造品出荷額では、3,200

百万円となっています。（略）

 ９頁、（オ） （オ）過疎の状況 

 本町の総人口は、令和６年９月末日現在の住民基本
台帳で 2,647 人となり、寿都町過疎地域自立促進市町
村計画（令和３年～令和７年度）の令和３年９月末日
現在の 2,822 人と比べると、人数で 175 人、率にして
6.2％減少しています。 

 また、町村合併で現在の寿都町となった昭和 30 年

（オ）過疎の状況 

 本町の総人口は、令和２年９月末日現在の住民基本
台帳で 2,905 人となり、寿都町過疎地域自立促進市町
村計画（平成 28 年～令和２年度）の平成 27 年９月末
日現在の 3,205 人と比べると、人数で 300 人、率にし
て 9.4％減少しています。 

 また、町村合併で現在の寿都町となった昭和 30 年



 （10,794 人）と比べると、75.5％も減少しています。 
 世帯数は、令和６年９月末日現在の住民基本台帳で
1,564 世帯となり、令和３年９月末日現在の 1,618 世
帯と比べると、54 世帯、率にして 3.3％減少していま
す。１世帯当たりの人数をみると、令和６年は 1.69 人
で、令和３年の 1.74 人と比べるとやはり減少してい
ます。（略）

（10,794 人）と比べると、73.1％も減少しています。 
 世帯数は、令和２年９月末日現在の住民基本台帳で
1,658 世帯となり、平成 27 年９月末日現在の 1,760 世
帯と比べると、102 世帯、率にして 5.8％減少してい
ます。１世帯当たりの人数をみると、令和２年は 1.75

人で、平成 27 年の 1.82 人と比べるとやはり減少して
います。（略）

 １０頁、○問題点 ① ① 本町の人口は減少傾向にあり、高齢者人口は令和
６年９月末時点で 1,076 人となっており、総人口に占
める高齢者の割合は 40.6％と高くなっています。 

 年齢３区分別の人口割合では、年少人口と生産年
齢人口、老年人口の割合が緩やかに減少しており、
核家族化や若年層の都市への流出、出生率の低下に
よる、少子高齢化や生産年齢人口の減少は、地域の
活力低下につながり、地域社会の維持や経済の活性
化に重大な影響を及ぼしています。

① 本町の人口は減少傾向にあり、高齢者人口は令和
２年９月末時点で 1,163 人となっており、総人口に占
める高齢者の割合は 40.0％と高くなっています。 

 年齢３区分別の人口割合では、年少人口と生産年
齢人口の割合が減少しているのに対し 

て、老年人口の割合が増加しており、核家族化や若
年層の都市への流出、出生率の低下に 

よる、少子高齢化や生産年齢人口の減少は、地域の
活力低下につながり、地域社会の維持 

や経済の活性化に重大な影響を及ぼしています。
 １１頁、○問題点 ⑤ ⑤ 本町の公共交通は、路線バスが主体となっており

ます。近年、モータリゼーションの発達や人口減
少により、バス利用の低下が見られることや、運
転業務の担い手不足により、現状の公共交通の確
保などに影響を及ぼしています。

⑤ 本町の公共交通は、路線バスが主体となっており
ます。近年、モータリゼーションの発達や人口減
少により、バス利用の低下が見られるなど、現状
の公共交通の確保などに影響を及ぼしています。



 １２頁、（キ）⑤ ⑤ 環境重視の循環型社会への取組 

（略） 

 引き続きまちづくりの重要な柱として風力発電事
業を推進し、太陽光発電等、新たな事業展開を視野に
入れた取組を検討していきます。

⑤ 環境重視の循環型社会への取組 

（略） 

 引き続き風力発電事業を推進し、まちづくりの重要
な柱として増設を含め、新たな事業展開を視野に入れ
た取組を検討していきます。

 １３頁、（２）（ア） （２）人口及び産業の推移と動向 

（ア）人口の推移 

表１-１(１)は本町の国勢調査人口の推移であり、
総数で平成 12 年 4,858 人、令和２年 2,838 人とこの
間の減少率は 41.5％になっています。 

 年齢階層別人口では、０歳～14 歳で 821 人から 258

人、減少率は 68.6％と大きく、全体に占める割合も
16.9％から 9.09％と大きく減少するなど、少子化が顕
著にあらわれています。 

 また、15 歳～29 歳の若年者層も 563 人から 291 人、
減少率は 48.3％と大きく、全体に占める割合も令和２
年では全国の 14.6％に対し、9.8％と大きく下回って
います。生産年齢人口である 15 歳～64 歳の階層も、
2,995 人から 1,413 人、減少率は 52.8％となるなど、
過疎化が進んでいるといえます。 

 一方、65 歳以上の高齢者階層については、1,042 人
から 1,167 人、増加率 11.9％と増加し、全体に占める
割合も 21.4％から 41.1％へと大きく上昇しています。

（２）人口及び産業の推移と動向 

（ア）人口の推移 

表１-１(１)は本町の国勢調査人口の推移であり、
総数で昭和 50 年 6,511 人、平成 27 年 3,137 人とこの
間の減少率は 51.8％になっています。 

 年齢階層別人口では、０歳～14 歳で 1,583 人から
319 人、減少率は 79.8％と大幅に減少し、全体に占め
る割合も 24.3％から 10.2％と大きく減少するなど、
少子化が顕著にあらわれています。 

 また、15 歳～29 歳の若年者層も 1,247 人から 308

人、減少率は 75.3％と大幅に減少し、全体に占める割
合も平成 27 年では全国の 14.6％に対し、9.8％と大き
く下回っています。生産年齢人口である 15 歳～64 歳
の階層も、4,175 人から 1,658 人、減少率は 60.3％と
なるなど、過疎化が進んでいるといえます。 

 一方、65 歳以上の高齢者階層については、753 人か
ら 1,160 人、増加率 54.1％と大幅に増加し、全体に占
める割合も 11.6％から 37.0％へと大きく上昇してい



 高齢者の人数は平成 27 年の 1,160 人と比較して、令
和２年では 1,167 人と増加となっています。

ます。しかし、高齢者の人数は平成 17 年の 1,211 人
と比較して、平成 27 年では 1,160 人と減少となって
います。

 １５頁、（３）（イ） （イ）財政の状況　 

 猛威を振るった新型コロナウイルスも落ち着きつ
つある情勢の中で、世界的に見ると人の流れや経済状
況も徐々に復調の兆しを見せているところですが、日
本においては、度重なる物価高騰などにより、依然と
して地域経済を取り巻く環境は厳しく、本町において
も、公共施設の維持管理、社会保障など経常経費の増
加に加えて、老朽化した施設の改修など投資的経費の
累増は、地方債の発行に繋がり、財政運営に多大な影
響を及ぼしています。 

 これによって公債費は増加傾向にあり、北海道内に
おいても慢性的に高順位に位置している状態が続い
ているため、実質公債費比率が 18％以上の地方債許可
団体とならないように、財政状況を注視していく必要
があります。 

 将来的な負担を軽減し、健全な財政運営を図るため
には、事務事業の見直しの徹底、地方債発行額の抑制
など、これまで以上に公債費比率の縮減に努めなけれ
ばなりません。 

 目まぐるしく変化する社会情勢、物価高騰など地域

（イ）財政の状況 

 国の財政状況の悪化は地方経済に大きく影響して
おり、本町の経済状況においても景気低迷などから町
税が伸び悩み、国の交付金等を活用し、老朽化した公
共施設の改修など投資的経費の累増は地方債残高の
増加を招き、財政運営に多大な影響を及ぼしていま
す。 

 このため、公債費が増加傾向にあり、北海道内の自
治体に比べて慢性的に高順位に位置しているため、実
質公債費比率が 18％以上の地方債許可団体とならな
いように、財政状況を注視していく必要があります。 

今後は、将来的な負担を削減していくために、事務
事業の見直し、地方債発行額の抑制及び繰上償還など
を講じ、比率の縮減に努めなければなりません。 

 また、地域経済の構造変化や少子･高齢化の進展に
伴い、社会保障関係費の実質的な増加が見込まれる一
方で、自然エネルギーを利用した風力発電施設の「再
生可能エネルギー固定買取制度」の収益は、社会保障
関係費や産業振興等の幅広い分野に充てるなど健全
な財政には不可欠な財源であるため、今後も行財政改



 経済の変動、少子高齢化の進展など、各分野における
関係費の実質的な増加が見込まれる中、再生可能エネ
ルギーを利用した風力発電における収益やふるさと
応援寄附金などによる独自財源は、寿都町の社会保障
関係費や教育、産業振興等の幅広い分野にて活用され
る貴重なものであり、かつ、健全な財政運営に不可欠
な財源となります。 

 今後は、社会情勢も踏まえた行財政改革のバランス
と財政基盤の安定強化など、将来に繋げる財政運営に
努めていく必要があります。

革の取組と財政基盤の安定強化を図り、将来の収支改
善の努力が求められます。 

 ２４頁、（イ） ① （イ）具体的な施策及び重要業績評価指数 

① 連携事業の推進 

（略） 

  ◆ 主な事業 
  ・漁業体験の受入 
  ・体験型観光メニューの開発･実施 

  ・滞在型観光メニューの開発･実施 

  ・定期イベントの開催 

  ・観光人材育成事業 

  ・宿泊施設の運営

（イ）具体的な施策及び重要業績評価指数 

① 連携事業の推進 

（略） 

 ◆ 主な事業 
  ・体験型観光メニューの開発･実施 

  ・滞在型観光メニューの開発･実施 

  ・定期イベントの開催（カキ･しらすフェステイバ
ル in 軽トラ市他） 

  ・観光人材育成事業 

  ・宿泊施設の運営
 ２５頁、（イ） ② ② 産業を活かしたまちづくり 

（略） 

  ◆ 主な事業 

② 産業を活かしたまちづくり 

（略） 

  ◆ 主な事業 



   ・再生可能エネルギーの活用検討事業 
  ・洋上風力等再生可能エネルギーの活用検討事業 
  ・農業振興ハウス運営事業 
  ・後継者育成支援事業 
  ・ふるさと応援寄附金事業 
  ・海の資源保全･再生事業 
  ・漁業就業者定着強化推進事業 
  ・漁港等漁業施設整備事業 
  ・養殖業拡大推進事業 
  ・水産物付加価値向上事業 
  ・スマート漁業推進事業 
  ・新技術開発共同研究事業 
  ・労働者対策事業

  ・風力発電所建設事業 
  ・洋上風力等再生可能エネルギーの活用検討事業 
  ・農業振興ハウス運営事業 
  ・後継者育成支援事業 
  ・ふるさと応援寄附金事業 
  ・海の資源保全･再生事業 
  ・漁業就業者定着強化推進事業 
  ・漁港等漁業施設整備事業 
  ・養殖業拡大推進事業 
  ・水産物付加価値向上事業 
  ・スマート漁業推進事業 
  ・新技術開発共同研究事業 

  ・労働者対策事業

 ２６頁、（イ） ⑤ ⑤ 誰もが健康で活躍できる地域づくり 

（略） 

  ◆ 主な事業 
  ・まる元運動教室事業 
  ・健康運動教室事業 
  ・各種健診事業 

  ・町立診療所運営事業 
  ・医療従事者奨学金事業 
  ・まちづくりサポート人材育成事業 

⑤ 誰もが健康で活躍できる地域づくり 

（略） 

  ◆ 主な事業 
  ・まる元･脳活教室事業 
  ・健康運動教室事業 
  ・各種健診事業 

  ・町立診療所運営事業 
  ・医療従事者奨学金事業 
  ・まちづくりサポート人材育成事業 



   ・全町民海岸クリーン大作戦 
  ・花いっぱい運動事業

  ・全町民海岸クリーン大作戦

 ２７頁、（イ） ⑦ ⑦ 子育てしやすい環境の整備 

 （略） 
また、子育てにかかる費用を助成し親の経済的負担の
軽減を図るとともに病児保育施設の運営などにより
仕事と子育ての両立ができるように支援します。

⑦ 子育てしやすい環境の整備 

 （略） 
また、子育てにかかる費用を助成し親の経済的負担の
軽減を図ります。

 ３０頁、２．（２） ２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育

成 

（１）現況と問題点 

（略） 

（２）その対策 

① 移住･定住の促進 

  ◆ 移住･定住者受入体制の促進 

  ・移住者の受入体制として移住促進センターの機
能充実を図り、移住対策を促進することで、生
活環境の安定化を図ります。 

  （略）

２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育

成 

（１）現況と問題点 

（略） 

 （２）その対策 

① 移住･定住の促進 

  ◆ 移住･定住者受入体制の促進 

 

 

 

 
（略）

 ３４頁、③ ③ 水産資源の適正管理 

 （略） 

 ◆ 資源開発の推進 

  （略） 

  ・再生可能エネルギーを活用した海藻類の陸上、

③ 水産資源の適正管理 

  （略） 

 ◆ 資源開発の推進 

  （略） 

 



 海面養殖の推進を図ります。 

 ◆ 海域の有効利用 

  ・海域の生産力向上及び利用に関する調整を図り
ます。

 

 ◆ 海域の有効利用 

  ・海域の生産力向上及び利用に関する調整を図り
ます。

 ３５頁、（ウ） （ウ）企業誘致の推進 

① 地域の特異性の活用 

 ◆地域資源の活用 

  ・海、山、川、風などの地域資源があり、その優
位性を活かした企業誘致を推進します。 

 

 ◆再生可能エネルギーの活用 

  ・風力、太陽光、地熱等、地域に賦存する再生可
能エネルギーを活用し、その優位性を活かした
企業誘致を推進します。

項目なし

 ３５頁（エ） （エ）商工業 （ウ）商工業

 ３７頁、（オ）② ② 観光資源の活用･ＰＲの推進 

  （略） 

  ◆ 集客機能の充実 

  （略） 

  ・寿都温泉ゆべつのゆの集客効果を高めるため泉
質を活用し、食や健康、美容といった 

  新たな魅力の創出を図ります。また、老朽化した
温泉施設を改修等により適正に整備し 

② 観光資源の活用･ＰＲの推進 

  （略） 

  ◆ 集客機能の充実 

  （略） 

  ・寿都温泉ゆべつのゆの集客効果を高めるため泉
質を活用し、食や健康、美容といった 

  新たな魅力の創出を図ります。 



   ます。 

 ３８頁、（３）計画 事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

１ (1) 移住・定住 移住促進センター整備事業 町

(3) 人材育成 まちづくりサポート人材育成事業 町

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

２ (1) 基盤整備 畑作振興栽培奨励事業 町

農業

小規模農業推進事業 町

・農業振興ハウス運営事業

農業振興地域資源活用事業 町

林業 森林総合整備事業 町

・造林、間伐事業

水産業 藻場造成事業 民間団体

・施肥、植樹等

藻場造成効果調査事業 町

・海域効果調査

産地水産業強化支援事業 協議会

施肥製造施設運営事業 漁協

未利用資源有効活用推進事業 漁協

・ｲｶﾞｲ・ﾎﾔ等資源活用

漁港内水域利用促進事業 漁協

・生けす整備

資源増養殖推進事業 漁協

・ﾆｼﾝ放流等

浅海増殖事業 漁協

・密漁防止対策（看板設置）

新技術開発共同研究事業 漁協

・大学との共同研究

スマート漁業推進事業 漁協

・ICT等の導入

ナマコ増養殖推進事業 漁協

ヒラメ増殖技術開発支援事業 漁協

・8万尾放流

サクラマス資源増殖事業 漁協

養殖作業共同利用施設整備事業 漁協・町

養殖技術向上事業 漁協・町

・海藻類陸上・海面養殖推進事業

(2) 漁港施設 寿都漁港整備事業 国

・岸壁改良、防災機能施設等

漁港管理事業 道・町

・町内6漁港管理

美谷漁港整備事業 道

・護岸改良等

(5) 企業誘致 企業誘致推進事業 町

(7) 商業 地域コミュニティ施設整備事業 町

共同利用施設

その他 商業振興事業 町

・商店等経営指導事業

　区　　分 事　　　業　　　名

　区　　分 事　　　業　　　名

移住・定住・

地域間交流の
促進、人材育
成

産業の振興

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

２ (1) 基盤整備 畑作振興栽培奨励事業 町

農業

小規模農業推進事業 町

・農業振興ハウス運営事業

農業振興地域資源活用事業 町

林業 森林総合整備事業 町

・造林、間伐事業

水産業 藻場造成事業 民間団体

・施肥、植樹等

藻場造成効果調査事業 町

・海域効果調査

産地水産業強化支援事業 漁業

施肥製造施設運営事業 漁協

未利用資源有効活用推進事業 漁協

・ｲｶﾞｲ・ﾎﾔ等資源活用

漁港内水域利用促進事業 漁協

・生けす整備

資源増養殖推進事業 漁協

・ﾆｼﾝ放流等

浅海増殖事業 漁協

・密漁防止対策（看板設置）

新技術開発共同研究事業 漁協

・大学との共同研究

スマート漁業推進事業 漁協

・ICT等の導入

ナマコ増殖試験礁整備事業 漁協

ヒラメ増殖技術開発支援事業 漁協

・8万尾放流

サクラマス資源増殖事業 漁協

養殖作業共同利用施設整備事業 漁協・町

養殖技術向上事業 漁協・町

(2) 漁港施設 寿都漁港整備事業 国

・岸壁改良、防災機能施設

漁港管理事業 道・町

・町内6漁港管理

美谷漁港整備事業 道

・護岸改良等

(7) 商業 地域コミュニティ施設整備事業 町

共同利用施設

その他 商業振興事業 町

・商店等経営指導事業

産業の振興

　区　　分 事　　　業　　　名



 ３９頁、（３）計画
事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

(9) 観光又はﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 広域連携事業 町

観光交流施設運営事業 町・物産協

宿泊施設運営事業 町・公社

寿都温泉ゆべつのゆ運営事業 町・公社

・温泉施設等改修事業

観光拠点情報発信力強化事業 町・民間

観光人材育成事業 町

観光交流推進事業 町

寺町エリア整備事業 町

(11) その他 漁業近代化資金利子補給事業 町

担い手強化対策事業 町

ふるさと応援寄附金事業 町

　区　　分 事　　　業　　　名 事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

(9) 観光又はﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 広域連携事業 町

観光交流施設運営事業 町・物産協

宿泊施設運営事業 町・公社

寿都温泉ゆべつのゆ運営事業 町・公社

観光拠点情報発信力強化事業 町・民間

観光人材育成事業 町

観光交流推進事業 町

(11) その他 漁業近代化資金利子補給事業 町

担い手強化対策事業 町

ふるさと応援寄附金事業 町

　区　　分 事　　　業　　　名

 ３９頁、（４）産業振興促進事項
産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

寿都町全域
製造業、情報サービス業等、
農林水産物等販売業、旅館業

令和８年４月１日～
令和１３年３月３１日

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

寿都町全域
製造業、情報サービス業等、
農林水産物等販売業、旅館業

令和３年４月１日～
令和８年３月３１日

 ４０頁、４．（１） ４．地域における情報化 

（１）現況と問題点 

  （略） 

  また、高速･大容量インターネット環境は、令和３年

４．地域における情報化 

（１）現況と問題点 

  （略） 

  また、高速･大容量インターネット環境の情報格差



 度に光ファイバを整備し町内における情報格差の解
消を図っていますが、今後も継続して社会情勢に対応
した整備を推進していかなければなりません。 

  この社会構造の変革に合わせ、さまざまな情報を伝
える通信網の整備は、ライフラインの整備でもあり、
簡単な操作で多くのコトができる社会の構築に対す
る基盤整備と、より一層の個人情報の保護やサイバー
セキュリティの確立に取組むことが求められていま
す。 

が生じないよう、通信事業者による光回線環境が及ば
ない地区についても、無線によるインターネット環境
の構築を図ってまいりますが、今後も社会情勢に対応
した整備を推進していかなければなりません。 

  この社会構造の変革に合わせ、さまざまな情報を伝
える通信網の整備は、ライフラインの整備でもあり、
簡単な操作で多くのコトができる社会の構築に対す
る基盤整備と、より一層の個人情報の保護やサイバー
セキュリティの確立に取組むことが求められていま
す。 

 ４０頁、４．（２） （２）その対策 

① 情報環境の整備 

 （略） 

  ◆ 行政運営向上の推進 

  ・道と町で共同運用しているシステムの基盤整備
を構築･運用し、安定したセキュリティ 

  の確保に努めるとともに、高度な行政運営を推進
していきます。 

 ◆安定的な水道水供給のための基盤整備 

  ・将来に向け安定的に水道水を供給する基盤整備
のため、水道自動検針システムを導入すること
で、担い手不足の解消や漏水対策を図ります。 

（２）その対策 

① 情報環境の整備 

 （略） 

 ◆ 行政運営向上の推進 

  ・道と町で共同運用しているシステムの基盤整備
を構築･運用し、安定したセキュリティ 

  の確保に努めるとともに、高度な行政運営を推進
していきます。 



 

 ４０頁、（３）計画
事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

３ (1) 電気通信施設等情報化のための施設 テレビ中継局維持管理事業 町

テレビ放送中継施設

(2) 情報化・デジタル技術活用 水道自動検針システム導入事業 町

生活環境分野における情報化・デジタル技術活用 ・スマートメーター購入、取付、システム導入（1,700個）

(3) その他 HARP（電子自治体共同システム）運用事業 町

公衆無線LAN運用事業 町

　区　　分 事　　　業　　　名

地域における

情報化

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

３ (1) 電気通信施設等情報化のための施設 テレビ中継局維持管理事業 町

テレビ放送中継施設

 その他の情報化のための施設 インターネット利用環境整備事業 民間団体

(3) その他 HARP（電子自治体共同システム）運用事業 町

公衆無線LAN運用事業 町

　区　　分 事　　　業　　　名

地域における

情報化

 ４２頁、５．（１） ５．交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

 本町の道路網は、寿都湾沿いに走る国道 229 号を基
幹道路として、市街地にアプローチする道道寿都黒松
内線をはじめ道道２路線、１級町道８路線、２級町道
17 路線、その他の町道 130 路線によって構成されてい
ます。国道 229 号は、観光客や大型輸送車による交通
量が多く、安全対策としての線形改良や路肩拡幅によ
る歩行者空間の確保などについて、継続して国へ要望
をする必要があります。 

 （略） 

 一方、町の公共交通はバス交通で、岩内町方面、長
万部町･黒松内町方面、島牧村方面を往復する４路線
が運行されていますが、主に運転手不足を要因とした

５．交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

 本町の道路網は、寿都湾沿いに走る国道 229 号を基
幹道路として、市街地にアプローチする道道寿都黒松
内線をはじめ道道２路線、１級町道８路線、２級町道
17 路線、その他の町道 129 路線によって構成されてい
ます。国道 229 号は、観光客や大型輸送車による交通
量が多く、安全対策としての線形改良や路肩拡幅によ
る歩行者空間の確保などについて、継続して国へ要望
をする必要があります。 

 （略） 

 一方、町の公共交通はバス交通で、岩内町方面、長
万部町･黒松内町方面、島牧村方面を往復する５路線
が運行されていますが、主に運転手不足を要因とした



 減便などが行われており、通勤･通学･通院や都市圏へ
の接続など、地域住民にとってなくてはならない公共
交通であることから、今後も国･道･近隣自治体、バス
事業者等との連携･協力が重要となってきます。 

同時に、減便、廃線される公共交通の補完、高齢者
など交通弱者の移動手段を確保するため、町有バスの
有効活用及び効率的な地域公共交通の再編が求めら
れます。 

減便などが行われており、通勤･通学･通院や都市圏へ
の接続など、地域住民にとってなくてはならない公共
交通であることから、今後も国･道･近隣自治体、バス
事業者との連携･協力が重要となってきます。 

同時に、減便された公共交通の補完、高齢者など交
通弱者の移動手段を確保するため、町有バスの有効活
用が求められます。 

 ４２頁、５．（２） （２）その対策 

① 幹線道路網の整備 

 （略） 

 ◆ 高規格道路整備促進 

  ・道央圏からのアクセス向上のため、後志自動車
道（「倶知安～共和間」「共和～仁木間」）の早期
開通に向け、関係自治体で構成する期成会など
を通じて要望します。 

（２）その対策 

① 幹線道路網の整備 

 （略） 

  ◆ 高規格道路整備促進 

  ・道央圏からのアクセス向上のため、後志自動車
道（「倶知安～共和間」「倶知安～黒松内間」）の
早期開通に向け、関係自治体で構成する期成会
などを通じて要望します。

 ４２頁、４３頁３，③ ③ 公共交通の確保 

 ◆ 公共交通機関の確保 

  ・町民の公共交通機関等の利用状況や移動手段を
検証しながら、地域公共交通計画を策定し、ニ
ーズに合った利便性の高い公共交通機関の確

③ 公共交通の確保 

 ◆ 公共交通機関の確保 

  ・本町唯一の公共交通機関であるニセコバスと関
係町村との連携により、町民の利用状 

  況を検証しながら、ニーズに合った公共交通機関



 保に努めます。 の確保に努めます。 

 ４３頁、（３）計画
事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

４ (1) 市町村道 裁判所中学校通り線整備事業 町

道路 ・用地測量、法面保護・改修工事

橋りょう 橋りょう長寿命化修繕事業 町

その他 町道維持補修事業 町

(6) 自動車等 コミュニティバス購入事業 町

自動車

雪上車 除雪ドーザ購入事業 町

　区　　分 事　　　業　　　名

交通施設の整

備、交通手段

の確保

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

４ (1) 市町村道 裁判所中学校通り線整備事業 町

道路 ・L＝291.4m W＝5.5m

橋りょう 橋りょう長寿命化修繕事業 町

その他 町道維持補修事業 町

(6) 自動車等 コミュニティバス購入事業 町

自動車

雪上車 小型ロータリ除雪車購入事業 町

除雪ドーザ購入事業 町

　区　　分 事　　　業　　　名

交通施設の整

備、交通手段

の確保



 ４４頁、（３）計画
事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

(9) 過疎地域持続的発展特別事業 過疎路線バス対策事業 町

公共交通 〈事業内容〉

　バス路線維持に向けた民間バス事業者への補助

〈必要性〉

〈効果〉

地域公共交通確保対策事業 町・協議会

〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

町有バス運行事業 町

〈事業内容〉

　町有バスを有効利用した町内の巡回運行

〈必要性〉

〈効果〉

交通施設維持 町道維持管理事業 町

〈事業内容〉

　道路補修及びロードヒーティングの維持管理

〈必要性〉

〈効果〉

　区　　分 事　　　業　　　名

　住民にとって日常生活に必要不可欠な交通機関

である乗合バスの運行を確保し、交通体系の維持

が求められている。

　公共交通機関の運行を確保することで、交通体
系の安定及び利便性維持が図られる。

　民間バス路線の減便や撤退に伴う公共交通の確

保・運営

　既存の民間バス路線の減便や撤退に対し、住民

にとって日常生活に必要不可欠な交通手段を持続

的に確保することが求められている。

　持続的に交通体系を維持することで、住民生活

の安定と利便性の向上が図られる。

　既存のバス停などから遠い地域の高齢者等に対

し、住宅と公共公益施設、医療施設などを結ぶこ

とにより、交通体系の確保が求められている。

　町有バスを活用し運行することにより、交通機

関が維持され、利便性が向上されるとともに、交

通不便地域の解消が図られる。

　住民生活において、必要不可欠である町道の維

持を行い、長寿命化を図ることにより、自家用車

等の移動も安全かつ快適にできることが求められ
ている。

　住民が安全・安心に町道を利用することができ

るとともに、生活路線の確保により、住民生活の

安定が図られる。

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

(9) 過疎地域持続的発展特別事業 過疎路線バス対策事業 町

公共交通 〈事業内容〉

　バス路線維持に向けた民間バス事業者への補助

〈必要性〉

〈効果〉

町有バス運行事業 町

〈事業内容〉

　町有バスを有効利用した町内の巡回運行

〈必要性〉

〈効果〉

交通施設維持 町道維持管理事業 町

〈事業内容〉

　道路補修及びロードヒーティングの維持管理

〈必要性〉

〈効果〉

　区　　分 事　　　業　　　名

　既存のバス停などから遠い地域の高齢者等に対
し、住宅と公共公益施設、医療施設などを結ぶこ

とにより、交通体系の確保が求められている。

　町有バスを活用し運行することにより、交通機
関が維持され、利便性が向上されるとともに、交

通不便地域の解消が図られる。

　住民生活において、必要不可欠である町道の維
持を行い、長寿命化を図ることにより、自家用車

等の移動も安全かつ快適にできることが求められ

ている。

　住民が安全・安心に町道を利用することができ

るとともに、生活路線の確保により、住民生活の
安定が図られる。

　住民にとって日常生活に必要不可欠な交通機関
である乗合バスの運行を確保し、交通体系の維持

が求められている。

　公共交通機関の運行を確保することで、交通体
系の安定及び利便性維持が図られる。



 ４６頁、６．（１） ６．生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

（略） 

  下水道については、下水道区域の加入率が 87.3％
となり、その他の地区は合併浄化槽が設置され、設置
数は約 200 基となっています。今後も大切な寿都湾を
守り、町の豊かな自然環境やひいては地球環境の保全
の観点から、計画的な維持補修や設置を促進していく
必要があります。 

 本町のゴミ処理は、寿都町、島牧村、黒松内町の３
町村からなる南部後志衛生施設組合が行い、収集は民
間業者に委託しています。ごみの有料化以降、分別収
集を行い、減量化が図られています。引き続き循環型
社会の形成に向け、排出量抑制の啓発と資源化のへの
一層の取組が求められるとともに、ゴミ処理施設の老
朽化に伴い、収集したごみの中継施設の整備及び岩内
地方清掃センターへ搬入する広域処理体制を構築し
ていきます。 

 

６．生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

（略） 

  下水道については、下水道区域の加入率が 85.2％
となり、その他の地区は合併浄化槽が設置され、設置
数は約 200 基となっています。今後も大切な寿都湾を
守り、町の豊かな自然環境やひいては地球環境の保全
の観点から、計画的な維持補修や設置を促進していく
必要があります。 

 本町のごみ処理は、寿都町、島牧村、黒松内町の３
町村からなる南部後志衛生施設組合が行い収集は民
間業者に委託しています。ごみの有料化以降、分別収
集を行い、減量化が図られています。引き続き循環型
社会の形成に向け、排出量抑制の啓発と資源化への一
層の取組が求められますが、今後、ごみ処理施設の耐
用年数が経過することによる建替えや広域処理も含
めた、処理体制の検討が必要となっています。 

 ４７頁、（２）② （２）その対策 

② 廃屋等の解体 

  ◆ 廃屋等への取組 

  ・廃屋等については、解体費用の一部を助成する

（２）その対策 

② 廃屋等の解体 

  ◆ 廃屋等への取組 

  ・廃屋等については、費用の一部を助成するなど



 など老朽化により危険と判断した住宅 

の解体を促進するとともに、適正な管理を促します。 

老朽化により危険と判断した住宅の解 

  体を促進するとともに、適正な管理を促します。 

 ４７頁、④ ④ 水道施設の維持管理 

  ◆ 水道施設の維持管理 

  ・簡易水道施設については、水道水の安定供給の
ため、継続的な漏水調査や計画的な改 

  修を行い、維持と長寿命化に努めます。 

  ・将来に向け安定的に水道水を供給する基盤整備
のため、水道自動検針システムを導入すること
で、担い手不足の解消や漏水対策を図ります。 

  ・町内３か所の浄水場及び２か所のポンプ場、３
か所の配水池の計装機器の更新を行い経年劣
化による機器故障のリスクを低減し、安心で安
定した水の供給に努めます。 

 

 

⑤ （略） 

  

⑥ ごみの処理 

  

 ◆ 資源ごみのリサイクルとごみの減量化 

  ・資源ごみの分別収集を推進し、さらなるごみの

④ 水道施設の維持管理 

  ◆ 水道施設の維持管理 

  ・簡易水道施設については、水道水の安定供給の
ため、継続的な漏水調査や計画的な改 

  修を行い、維持と長寿命化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ （略）  

 

⑥ ごみの処理 

  

 ◆ 資源ごみのリサイクルとごみの減量化 

  ・資源ごみの分別収集を推進し、さらなるごみの



 減量化に努めます。 

 ◆ ごみ処理体制の確立 

  ・ごみ処理施設の老朽化に伴い、収集したごみの 

 中継施設の整備及び岩内地方清掃センターへ 

搬入する広域処理体制を構築していきます。 

減量化に努めます。 

 ◆ ごみ処理体制の確立 

  ・老朽化したごみ処理施設の更新について、組合 
構成町村との協議を推進し、今後の処理体制の 
確立を図ります。

 ４８頁、⑨、⑩ ⑨ 消防･救急体制の充実 

 ◆ 消防力の強化 

  （略） 

 ◆ 高度救急体制の構築 

  ・救急救命士の講習会参加や訓練の実施によるス
キルアップ、また、計画的な車輛や機器の更新
や保守により高度な救急体制の構築を図りま
す。 

 ⑩ 防災体制の充実 

  ◆ 防災意識の高揚 

  （略） 

 ◆ 防災施設及び資機材等の整備 

  （略） 
 ◆防災対策としての環境整備 
  ・大雨や融雪による河川の氾濫や洪水を防ぐた 

め、河川、調整池など計画的に改修し、安全安 
心を図ります。

⑨ 消防･救急体制の充実 

 ◆ 消防力の強化 

  （略） 

 ◆ 高度救急体制の構築 

  ・救急救命士の講習会参加や訓練の実施によるス
キルアップにより、高度な救急体制の 

  構築を図ります。 

  

⑩ 防災体制の充実 

  ◆ 防災意識の高揚 

  （略） 

 ◆ 防災施設及び資機材等の整備 

  （略） 

 



 ４９頁、（３）計画
事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

５ (1) 水道施設 簡易水道施設管理事業 町

簡易水道 ・簡易水道施設改修事業

その他 水道施設計装機器更新事業 町

・実施設計、機器更新

(2) 下水処理施設 合併処理浄化槽管理事業 町

その他

合併処理浄化槽設置事業 町

下水道施設管理事業 町

下水道施設長寿命化更新事業 町

(3) 廃棄物処理施設 塵芥収集事業 町

ごみ処理施設 負担金

塵芥収集車購入事業 町

ごみ中継施設整備事業 町

負担金

し尿処理施設 し尿処理事業 町

負担金

(4) 火葬場 葬斎場及び墓地管理事業 町

葬斎場整備事業 町

(5) 消防施設 消防車両等整備事業 町

・小型動力ポンプ付積載車

・消防ポンプ車
・高規格救急車の更新

・空気呼吸器の更新

消防職員及び団員の研修事業 町

分団格納庫修繕工事事業 町

消火栓設置事業 町

(6) 公営住宅 公営住宅改修事業 町

　区　　分 事　　　業　　　名

生活環境の整
備

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

５ (1) 水道施設 簡易水道施設管理事業 町

簡易水道

(2) 下水処理施設 合併処理浄化槽管理事業 町

その他

合併処理浄化槽設置事業 町

下水道施設管理事業 町

下水道施設長寿命化更新事業 町

(3) 廃棄物処理施設 塵芥収集事業 町

ごみ処理施設 負担金

塵芥収集車購入事業 町

し尿処理施設 し尿処理事業 町

負担金

(4) 火葬場 葬斎場及び墓地管理事業 町

葬斎場整備事業 町

(5) 消防施設 消防車両整備事業 町

・小型動力ポンプ付積載車

消防職員及び団員の研修事業 町

分団格納庫修繕工事事業 町

(6) 公営住宅 公営住宅改修事業 町

事　　　業　　　名　区　　分

生活環境の整

備



 ５０頁、（３）計画
事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

(7) 過疎地域持続的発展特別事業 公共施設等ＬＥＤ化事業 町

生活 〈事業内容〉

　公共施設の照明器具及び防犯灯のＬＥＤ化

〈必要性〉

〈効果〉

危険施設撤去 公共施設解体事業 町

〈事業内容〉

　公共施設の解体

　

〈必要性〉

〈効果〉

(8) その他 町内清掃事業 町

・海岸クリーン作戦等

住宅リフォーム助成事業 町

住宅建築促進事業 町

町内河川改修事業 町

　区　　分 事　　　業　　　名

　防犯灯は、塩害の影響を受け老朽化し、危険な

状況になっており、公共施設においても老朽化の

ため早期整備が求められている。

　ＬＥＤ化することにより、消費電力の削減や維

持管理経費の削減が図られ、Co2を削減することで

生活環境の推進が図られる。

　老朽化や耐震化がされていない公共施設の解体

により、安全・安心な生活の確保が求められてい

る。

　まちの景観が維持されるとともに、町民の生活

環境の推進が図られる。

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

(7) 過疎地域持続的発展特別事業 公共施設等ＬＥＤ化事業 町

生活 〈事業内容〉

　公共施設の照明器具及び防犯灯のＬＥＤ化

〈必要性〉

〈効果〉

危険施設撤去 公共施設解体事業 町

〈事業内容〉

　公共施設の解体

　

〈必要性〉

〈効果〉

(8) その他 町内清掃事業 町

・海岸クリーン作戦等

住宅リフォーム助成事業 町

住宅建築促進事業 町

　区　　分

　老朽化や耐震化がされていない公共施設の解体

により、安全・安心な生活の確保が求められてい
る。

　まちの景観が維持されるとともに、町民の生活
環境の推進が図られる。

　ＬＥＤ化することにより、消費電力の削減や維
持管理経費の削減が図られ、Co2を削減することで

生活環境の推進が図られる。

　防犯灯は、塩害の影響を受け老朽化し、危険な
状況になっており、公共施設においても老朽化の

ため早期整備が求められている。

事　　　業　　　名



 ５１頁、７．（１） ７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及

び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

（略） 

  一方で、高齢者人口は令和６年９月末日現在で
1,076 人、率にして 40.6％となっており、年齢三階層
別人口比率を国や道と比較しても、高齢化が一層進ん
でいる状況にあります。介護保険制度については、人
口減の影響もあり第１号、第２号被保険者ともに今後
減少傾向が続き、要介護認定者数についても減少が推
計されています。 

（略） 

 さらに、町民一人ひとりが健康づくりに取り組める
よう検診の土日実施や各地区での健康講座の開催、広
報活動などで周知･啓発を行ってきました。今後も、医
療機関と保健師･栄養士の連携を深めながら健康づく
り･予防医療活動を進めるとともに、地域での健康づ
くり自主活動組織の強化に努め、すべての町民が元気
で生きいきと暮らせる町の実現が求められており、 

あわせて、町民が食に対する関心を深め、良い食習慣
を身につけることができるよう、食育を推進していき
ます。 

７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及

び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

（略） 

  一方で、高齢者人口は令和２年９月末日現在で
1,163 人、率にして 40.0％となっており、年齢三階層
別人口比率を国や道と比較しても、高齢化が一層進ん
でいる状況にあります。介護保険制度については、人
口減の影響もあり第１号、第２号被保険者ともに今後
減少傾向が続き、要介護認定者数についても減少が推
計されています。 

〈略） 

 さらに、町民一人ひとりが健康づくりに取組めるよ
う検診の土日実施や各地区での健康講座の開催、広報
活動などで周知･啓発を行ってきました。今後も、医療
機関と保健師･栄養士の連携を深めながら健康づく
り･予防医療活動を進めるとともに、地域での健康づ
くり自主活動組織の強化に努め、すべての町民が元気
で生きいきと暮らせる町の実現が求められており、 

あわせて、町民が食に対する関心を深め、良い食習慣
を身につけることができるよう、「寿都町食育推進計
画（平成 31 年３月策定）」を推進していきます。



 ５１頁、７．（２）、① （２）その対策 

① 地域における子育て支援 

（略） 

 ◆ 保育体制の充実 

  ・子育て家庭のさまざまなニーズに対応できるよ
う、病児保育施設など、柔軟な保育サービスの提供を
推進していきます。 

（略）

（２）その対策 

① 地域における子育て支援 

（略） 

  ◆ 保育体制の充実 

  ・子育て家庭のさまざまなニーズに対応できるよ
う、柔軟な保育サービスの提供を推進していきます。 

 （略） 

 ５２頁、③ ③ 健康づくりの推進 

 ◆ 健康づくり対策の充実 

  （略） 
 ◆ 食育の推進 
  ・「町民の健康づくりにつながる食育の推進」「未
来を担う子どもを育む食育の推進」を目標に、「寿都町
健康増進計画」を策定し食育を推進するための事業の
展開を行っていきます。 

③ 健康づくりの推進 

 ◆ 健康づくり対策の充実 

  （略） 
 ◆ 食育推進計画の推進 
  ・「町民の健康づくりにつながる食育の推進」「未
来を担う子どもを育む食育の推進」を目標に、事業の
展開を行っていきます。 

 ５３頁、⑥ ⑥ 高齢者が安心して暮らせる仕組づくり 

  ◆ 地域包括ケア体制の充実 

  （略） 

 ◆ 介護保険サービスの円滑な運営 

  （略） 

 ◆ 高齢者福祉サービスの充実 

⑥ 高齢者が安心して暮らせる仕組づくり 

  ◆ 地域包括ケア体制の充実 

  （略） 

 ◆ 介護保険サービスの円滑な運営 

  （略） 

 ◆ 高齢者福祉サービスの充実 



   （略） 

 ◆ 安全対策の推進 

  （略） 

 ◆ 再犯防止の取組み 

  ・保護司等による継続的な支援を行い、地域住民
の理解と協力を得て孤立を防ぎ社会参画を促
し、住民一人ひとりが再犯防止について理解を
深め、安全・安心な社会の実現を目指します。

  （略） 

 ◆ 安全対策の推進 

  （略） 

 ５５頁（３）計画 事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

６ (1) 児童福祉施設 保育所運営事業 町

保育所

(3) 高齢者福祉施設 介護予防･生活支えあい事業 町

老人ホーム

その他

(5) 障害者福祉施設 障害者福祉施設整備事業 町

障害者支援施設

(8) 過疎地域持続的発展特別事業 寿都温泉高齢者入浴助成券交付事業 町

高齢者・障害者福祉 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

その他 寿都温泉施設利用者運行事業 町

〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

　区　　分 事　　　業　　　名

・生活支援や予防事業による在宅サービス

　町内居住の高齢者に無料利用券を交付

　高齢者の外出目的を創出し、高齢者同士の交流

の促進及び健康づくりの促進が求められている。

　温泉の効能により、高齢者の健康づくり及び健

康増進が図られる。また、高齢者同士の支え合い
の場として温泉施設を活用することにより、地域

での見守り体制が確立される。

　移動手段をもたない利用者にバス乗車証を発行

　移動手段をもたず、温泉施設を利用できない町

民の健康づくりの促進が求められている。

　移動手段をもたない利用者が温泉施設を利用す
ることにより、多くの町民の健康増進が図られ

る。

子育て環境の
確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進

 

 ５９頁、９．（１） ９．教育の振興 ９．教育の振興 

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

６ (1) 児童福祉施設 保育所運営事業 町

保育所

(3) 高齢者福祉施設 介護予防･生活支えあい事業 町

老人ホーム

その他

(8) 過疎地域持続的発展特別事業 寿都温泉高齢者入浴助成券交付事業 町

高齢者・障害者福祉 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

その他 寿都温泉施設利用者運行事業 町

〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

　区　　分 事　　　業　　　名

・生活支援や予防事業による在宅サービス

　町内居住の高齢者に無料利用券を交付

　高齢者の外出目的を創出し、高齢者同士の交流

の促進及び健康づくりの促進が求められている。

　温泉の効能により、高齢者の健康づくり及び健

康増進が図られる。また、高齢者同士の支え合い

の場として温泉施設を活用することにより、地域

での見守り体制が確立される。

　移動手段をもたない利用者にバス乗車証を発行

　移動手段をもたず、温泉施設を利用できない町

民の健康づくりの促進が求められている。

　移動手段をもたない利用者が温泉施設を利用す

ることにより、多くの町民の健康増進が図られ

る。

子育て環境の

確保、高齢者
等の保健及び

福祉の向上及

び増進



 （１）現況と問題点 

 本町の教育振興については、人口減少社会の到来、
国際化･情報化の進展、地方分権社会への移行など大
きく変化する中で、教育の持つ役割はさらに重要性を
増しており、持続可能な町づくりの担い手づくりに向
けた教育がますます重要になっています。 

 （略） 

学校教育をめぐる環境はさまざまな変容を遂げて
おり、教育が担う役割や範囲が高度化、多様化してい
ます。そのような予測困難な時代の中でも通用する、
確かな学力、豊かな心や健やかな体の育成など、それ
に対応する教育課程の編成及び新しい時代に必要と
される資質･能力の育成、グローバル化や情報化に対
応できる子どもを育む必要があります。また、家庭、
学校、地域が一体となり、地域ぐるみで子どもを育て
る環境を整備するとともに、自然、歴史、文化など地
域を学ぶ教育を推進します。また、次代を担う子ども
たちの心と体の健全な育成は、まちづくりに欠かせま
せん。スマートフォンやゲームによる睡眠不足や生活
習慣の乱れ、外遊びの不足による体力低下など、子ど
もの健やかな成長と発達のため、指導･相談体制の充
実を図る必要があります。 

（略） 

生涯学習については、個々の学びで習得した知識や
技術、経験を他者や地域に還元し、それぞれの生活に
応じた生きがいづくりに取り組むことができる学習
活動への参加などにより、地域や仲間同士の交流が生

（１）現況と問題点 

 本町の教育振興については、人口減少社会の到来、
国際化･情報化の進展、地方分権社会への移行など大
きく変化する中で、教育の持つ役割はさらに重要性を
増しており、まちを担い、次代を担う人づくりに向け
た教育がますます重要になっています。 

 （略） 

学校教育をめぐる環境はさまざまな変容を遂げて
おり、教育が担う役割や範囲が高度化、多様化してい
る社会に対応するため、確かな学力、豊かな心や健や
かな体の育成など、それに対応する教育課程の編成及
び新しい時代に必要とされる資質･能力の育成、グロ
ーバル化や情報化に対応できる子どもを育む必要が
あります。また、家庭、学校、地域が一体となり、地
域ぐるみで子どもを育てる環境を整備するとともに、
自然、歴史、文化など地域を学ぶ教育を推進します。 
また、次代を担う子どもたちの心と体の健全な育 

成は、まちづくりに欠かせません。スマートフォンや
ゲームによる不眠や生活習慣の乱れ、外遊びの不足に
よる体力低下など、子どもの健やかな成長と発達のた
め、指導･相談体制の充実を図る必要があります。 

（略） 

生涯学習については、個々の学びで習得した知識や
技術、経験を他者や地域に還元し、それぞれの生活に
応じた生きがいづくりに取組むことができる学習活



 まれ連関が図れます。教育･文化施設やスポーツ施設
などの環境整備、各施設のさらなる有効活用を促し、
高 度 化 ･ 多 様 化 し た 町 民 の 要 望 に い か に 

対応し自発的な学習活動機会を提供できるかが課題
となっています。 

動への参加などにより、地域や仲間同士のつながりが
生まれることにもつながります。教育･文化施設やス
ポーツ施設などの環境整備、各施設のさらなる有効活
用を促し、高度化･多様化した町民の要望にいかに 

対応し自発的な学習活動機会を提供できるかが課題
となっています。 

 60 頁、② ② 学校教育基盤の整備 

  ◆ 学習指導要領の推進 

  ・「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的
に推進し、より一層の教育活動の充実に努めます。 

 ◆ 心の教育推進 

  ・いじめや不登校などの問題が大きな社会問題と
なっており、未然防止・早期発見･早期解消はも
とよりスクールカウンセラー等外部専門家の
派遣制度を活用し「心のケア」の体制充実に努
めます。 

  （略） 

 ◆ GIGA スクール構想の構築の充実 

  ・情報化に対応したＩＣＴ環境を充実させ、情報
通信ネットワークなどを適切かつ効果 

  的に活用した授業の改善と、グローバル人材の育
成に努めます。 

② 学校教育基盤の整備 

  ◆ 学習指導要領の推進 

  ・学習指導要領の改訂に即した、より一層の教育
内容の充実に努めます。 

 ◆ 心の教育推進 

  ・いじめなどの問題が大きな社会問題となってお
り、早期発見･早期解消はもとより「心のケア」
の体制充実に努めます。 

 

 

  （略） 

 ◆ 情報化対策の充実 

  ・情報化に対応したＩＣＴ環境を充実させ、情報
通信ネットワークなどを適切かつ効果 

  的に活用した授業の実施と、情報化社会に適応で
きる人材育成に努めます。 



  ◆ 教育体制の連携 

  （略）
 ◆ 教育体制の連携 

  （略）
 63 頁、（3）計画 事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

８ (1) 学校教育関連施設 寿都中学校大規模改修事業 町

校舎

屋外運動場 各学校グラウンド等環境整備事業 町

寿都小学校グラウンド改修事業 町

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ･ﾎﾞｰﾄ スクールバス購入事業 町

その他 情報機器整備事業 町

寿都町立学校ICT化推進事業 町

社会教育施設等整備事業 町

(3) 集会施設、体育施設等 社会体育施設整備事業 町

体育施設

(4) 過疎地域持続的発展特別事業 公設民営塾運営事業 町

その他 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

(5) その他 青少年教育事業 町

・自然体験キャンプ事業、二十歳の祝い

地区子ども会助成事業 町

学校支援地域本部事業 町

放課後子ども教室事業 町

ウィズコムカレッジ事業 町

各種運動事業 町

学習支援員配置事業 町

コミュニティ・スクール推進事業 町

寿都高校生支援事業 町

・資格試験料助成等

　区　　分 事　　　業　　　名

　公設民営による学習塾の運営

　寿都高校存続のため寿都高校及び寿都中学校生
徒を対象とした学力や勉強意欲の向上が求められ

ている。

　寿都高校生徒数の増加が見込まれ、将来を担う

人材の育成が図られる。

教育の振興

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

８ (1) 学校教育関連施設 寿都中学校大規模改修事業 町

校舎

屋外運動場 各学校グラウンド等環境整備事業 町

寿都小学校グラウンド改修事業 町

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ･ﾎﾞｰﾄ スクールバス購入事業 町

その他 情報機器整備事業 町

寿都町立学校ICT化推進事業 町

社会教育施設等整備事業 町

(3) 集会施設、体育施設等 社会体育施設整備事業 町

体育施設

(4) 過疎地域持続的発展特別事業 公設民営塾運営事業 町

その他 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

(5) その他 青少年教育事業 町

・自然体験キャンプ事業、成人式

地区子ども会助成事業 町

学校支援地域本部事業 町

放課後子ども教室事業 町

ウィズコムカレッジ事業 町

・成人コース

各種運動事業 町

・全町歩こう会等

学習支援員配置事業 町

コミュニティ・スクール推進事業 町

寿都高校生支援事業 町

・資格試験料助成等

　区　　分

教育の振興

事　　　業　　　名

　公設民営による学習塾の運営

　寿都高校存続のため寿都高校及び寿都中学校生

徒を対象とした学力や勉強意欲の向上が求められ

ている。

　寿都高校生徒数の増加が見込まれ、将来を担う

人材の育成が図られる。

 64 頁、10.（2）、③ １０．集落の整備 １０．集落の整備 



 （１）現況と問題点 

 （略） 

（２）その対策 

① 総合的･計画的な土地利用 

 ◆ 機能的な土地の利用 

  （略） 

② 地区用途にあわせた適正保全 

  ◆ 用途別土地利用の推進 

  （略）    

③ 空き家の維持管理 

 ◆ 空き家の活用 

  （略） 

・老朽化により改修や使用が不可能な建物は、景観に
著しく支障があり、また、防犯・防災上、危険性も危
惧されるため、対策が必要な建物の解体を推進し、廃
屋対策を図ります。 

（１）現況と問題点 

 （略） 

（２）その対策 

① 総合的･計画的な土地利用 

 ◆ 機能的な土地の利用 

  （略） 

② 地区用途にあわせた適正保全 

  ◆ 用途別土地利用の推進 

  （略）    

③ 空き家の維持管理 

 ◆ 空き家の活用 

  （略） 

 



 65 頁、（3）計画
事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

９ (2) 過疎地域持続的発展特別事業 空き家活用促進事業 町

集落整備 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

空き地対策推進事業 町

〈事業内容〉

　老朽化により改修・解体が必要な建物の整備

　

〈必要性〉

〈効果〉

　区　　分 事　　　業　　　名

集落の整備

　空き家の利活用

　少子高齢化等の影響で町内の空き家が年々増え

ており、老朽化が進む前の建物を有効活用し、利

活用を検討するなど、早期対応が求められてい

る。

　老朽化の未然防止を図るとともに、住宅環境の

整備が期待される。

　地域の景観に著しく支障があり、また、防犯・

防災上で危険性も危惧されるため、緊急に対策が

求められている。

　まちの景観が維持されるとともに、廃屋対策の
推進が図られる。

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

９ (2) 過疎地域持続的発展特別事業 空き家活用促進事業 町

集落整備 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

空き地対策推進事業 町

〈事業内容〉

　老朽化により改修が必要な建物の整備

　

〈必要性〉

〈効果〉

　区　　分 事　　　業　　　名

集落の整備

　空き家の利活用

　少子高齢化等の影響で町内の空き家が年々増え

ており、老朽化が進む前の建物を有効活用し、利
活用を検討するなど、早期対応が求められてい

る。

　老朽化の未然防止を図るとともに、住宅環境の

整備が期待される。

　地域の景観に著しく支障があり、また、防犯・
防災上で危険性も危惧されるため、緊急に対策が

求められている。

　まちの景観が維持されるとともに、廃屋対策の
推進が図られる。

 66 頁、11.（2）、② １１．地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

（略） 

 （２）その対策 

１１．地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

（略） 

 （２）その対策 



 ① 芸術文化活動の振興 

  ◆ 文化活動の推進 

  （略） 

② 歴史文化資産の保存活用 

  ◆ 文化資産の適正管理 

  （略） 

  ◆ 文化資産の活用 

  （略） 

  ・旧歌棄佐藤家漁場（国指定史跡）、カクジュウ佐
藤家（北海道有形文化財）を活用した各種事業
の開催を通じて、理解促進を図ります。

① 芸術文化活動の振興 

  ◆ 文化活動の推進 

  （略） 

② 歴史文化資産の保存活用 

  ◆ 文化資産の適正管理 

  （略） 

  ◆ 文化資産の活用 

  （略） 

 68 頁、12.（1） １２．再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）現況と問題点 

（略） 

 平成 15 年から売電収入を目的とした風力発電施設
を整備し、現在は 12 基の風車が稼働しています。 

 平成 23 年の東日本大震災による福島第一原発の事
故は、国のエネルギー政策に大きな影響を及ぼし、再
生可能エネルギーが大きく見直される契機となりま
した。 

 （略） 

 令和５年３月にＣＯ２フリーの循環型地域社会づ
くりに向けたエネルギービジョンを策定し、再生可能

１２．再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）現況と問題点 

（略） 

 平成 15 年から売電収入を目的とした風力発電施設
を整備し、現在は 11 基の風車が稼働しています。 

 平成 23 年の東日本大震災による福島第一原発の事
故は、国のエネルギー政策に大きな影響を及ぼし、再
生可能エネルギーが大きく見直される契機となりま
した。 

 （略） 

 

 



 エネルギーを活用したまちづくりに向けた将来像を
描きましたが、長年にわたる風力発電施設運営の経験
を活かし引き続き風力発電事業を推進するとともに、
新たに町で活用が可能なエネルギーについて検討し、
積極的な再生可能エネルギーの活用を推進する必要
があります。 

 

 

長年にわたる風力発電施設運営の経験
を活かし引き続き風力発電事業を推進し、また新たに
町で活用が可能なエネルギーについて調査を行い、積
極的な再生可能エネルギーの活用を検討する必要が
あります。 

 68 頁、（2） （２）その対策 

① 風力発電の運用推進 

  ◆ 風力発電施設の運用 

  ・風力発電施設について適正に管理するととも
に、耐用年数を迎えた施設は建替え等に向けた各種調
査などの手続きを推進します。 

② 再生可能エネルギーの活用 

 ◆ 活用可能な再生可能エネルギーの調査検討 

  ・太陽光、地熱、木質バイオマスなど、町に潜在
する再生可能エネルギーについて公共施設へ供給す
るなど、活用を推進します。 

 ◆ 風力発電の適正導入に係る調査検討 

  （略）

（２）その対策 

① 風力発電の運用推進 

  ◆ 風力発電施設の運用 

  ・風力発電施設について適正に管理するととも
に、建替えに向けた各種調査などの手続きを推進しま
す。 

② 再生可能エネルギーの活用 

 ◆ 活用可能な再生可能エネルギーの調査検討 

  ・木質バイオマスなど、町に潜在する再生可能エ
ネルギーについて調査し、活用を推進します。 

  

◆ 風力発電の適正導入に係る調査検討 

  （略）



 68 頁、（3）計画
事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

11 (1) 再生可能エネルギー利用施設 風力発電所建設事業 町

バイオマスボイラー設置事業 町

(2)その他 CO₂フリーの循環型地域社会づくり推進事業 町

　区　　分 事　　　業　　　名

再生可能エネ

ルギーの利用

の推進

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

11 (1) 再生可能エネルギー利用施設 風力発電所建設事業 町再生可能エネ

ルギーの利用
の推進

　区　　分 事　　　業　　　名

 ７２頁、過疎地域持続的発展特
別事業分（再掲）

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

4 (9) 過疎地域持続的発展特別事業 過疎路線バス対策事業 町 ※

公共交通 〈事業内容〉

　バス路線維持に向けた民間バス事業者への補助

〈必要性〉

〈効果〉

町有バス運行事業 町 ※

〈事業内容〉

　町有バスを有効利用した町内の巡回運行

〈必要性〉

〈効果〉

交通施設維持 町道維持整備事業 町 ※

〈事業内容〉

　道路補修及びロードヒーティングの維持管理

〈必要性〉

〈効果〉

持続的発展施策区分 事　　業　　名

(　施　　設　　名　)

　住民にとって日常生活に必要不可欠な交通機関
である乗合バスの運行を確保し、交通体系の維持

が求められている。

　公共交通機関の運行を確保することで、交通体

系の安定及び利便性維持が図られる。

　既存のバス停などから遠い地域の高齢者等に対
し、住宅と公共公益施設、医療施設などを結ぶこ

とにより、交通体系の確保が求められている。

　町有バスを活用し運行することにより、交通機

関が維持され、利便性が向上されるとともに、交

通不便地域の解消が図られる。

　住民生活において、必要不可欠である町道の維

持を行い、長寿命化を図ることにより、自家用車

等の移動も安全かつ快適にできることが求められ

ている。

　住民が安全・安心に町道を利用することができ
るとともに、生活路線の確保により、住民生活の

安定が図られる。

交通施設の整備、

交通手段の確保

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

4 (9) 過疎地域持続的発展特別事業 過疎路線バス対策事業 町

公共交通 〈事業内容〉

　バス路線維持に向けた民間バス事業者への補助

〈必要性〉

〈効果〉

町有バス運行事業 町

〈事業内容〉

　町有バスを有効利用した町内の巡回運行

〈必要性〉

〈効果〉

交通施設維持 町道維持整備事業 町

〈事業内容〉

　道路補修及びロードヒーティングの維持管理

〈必要性〉

〈効果〉

持続的発展施策区分 事　　業　　名

(　施　　設　　名　)

　住民にとって日常生活に必要不可欠な交通機関
である乗合バスの運行を確保し、交通体系の維持

が求められている。

　公共交通機関の運行を確保することで、交通体

系の安定及び利便性維持が図られる。

　既存のバス停などから遠い地域の高齢者等に対
し、住宅と公共公益施設、医療施設などを結ぶこ

とにより、交通体系の確保が求められている。

　町有バスを活用し運行することにより、交通機

関が維持され、利便性が向上されるとともに、交

通不便地域の解消が図られる。

　住民生活において、必要不可欠である町道の維

持を行い、長寿命化を図ることにより、自家用車

等の移動も安全かつ快適にできることが求められ

ている。

　住民が安全・安心に町道を利用することができ
るとともに、生活路線の確保により、住民生活の

安定が図られる。

交通施設の整備、

交通手段の確保



 ７３頁、過疎地域持続的発展特
別事業分（再掲）

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

5 (7) 過疎地域持続的発展特別事業 公共施設等ＬＥＤ化事業 町 ※

生活 〈事業内容〉

　公共施設の照明器具及び防犯灯のＬＥＤ化

〈必要性〉

〈効果〉

危険施設撤去 公共施設解体事業 町 ※

〈事業内容〉

　公共施設の解体

　

〈必要性〉

〈効果〉

6 (8) 過疎地域持続的発展特別事業 寿都温泉高齢者入浴助成券交付事業 町 ※

高齢者・障害者福祉 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

その他 寿都温泉施設利用者運行事業 町 ※

〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

持続的発展施策区分 事　　業　　名

(　施　　設　　名　)

　防犯灯は、塩害の影響を受け老朽化し、危険な

状況になっており、公共施設においても老朽化の

ため早期整備が求められている。

　ＬＥＤ化することにより、消費電力の削減や維

持管理経費の削減が図られ、Co2を削減することで
生活環境の推進が図られる。

　老朽化や耐震化がされていない公共施設の解体

により、安全・安心な生活の確保が求められてい

る。

　まちの景観が維持されるとともに、町民の生活

環境の推進が図られる。

　町内居住の高齢者に無料利用券を交付

　高齢者の外出目的を創出し、高齢者同士の交流

の促進及び健康づくりの促進が求められている。

　温泉の効能により、高齢者の健康づくり及び健

康増進が図られる。また、高齢者同士の支え合い

の場として温泉施設を活用することにより、地域

での見守り体制が確立される。

　移動手段をもたない利用者にバス乗車証を発行

　移動手段をもたず、温泉施設を利用できない町

民の健康づくりの促進が求められている。

　移動手段をもたない利用者が温泉施設を利用す

ることにより、多くの町民の健康増進が図られ

る。

生活環境の整備

子育て環境の確

保、高齢者等の保

健及び福祉の向上

及び増進

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

5 (7) 過疎地域持続的発展特別事業 公共施設等ＬＥＤ化事業 町

生活 〈事業内容〉

　公共施設の照明器具及び防犯灯のＬＥＤ化

〈必要性〉

〈効果〉

危険施設撤去 公共施設解体事業 町

〈事業内容〉

　公共施設の解体

　

〈必要性〉

〈効果〉

6 (8) 過疎地域持続的発展特別事業 寿都温泉高齢者入浴助成券交付事業 町

高齢者・障害者福祉 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

その他 寿都温泉施設利用者運行事業 町

〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

持続的発展施策区分 事　　業　　名

(　施　　設　　名　)

　防犯灯は、塩害の影響を受け老朽化し、危険な

状況になっており、公共施設においても老朽化の

ため早期整備が求められている。

　ＬＥＤ化することにより、消費電力の削減や維

持管理経費の削減が図られ、Co2を削減することで
生活環境の推進が図られる。

　老朽化や耐震化がされていない公共施設の解体

により、安全・安心な生活の確保が求められてい

る。

　まちの景観が維持されるとともに、町民の生活

環境の推進が図られる。

　町内居住の高齢者に無料利用券を交付

　高齢者の外出目的を創出し、高齢者同士の交流

の促進及び健康づくりの促進が求められている。

　温泉の効能により、高齢者の健康づくり及び健

康増進が図られる。また、高齢者同士の支え合い

の場として温泉施設を活用することにより、地域

での見守り体制が確立される。

　移動手段をもたない利用者にバス乗車証を発行

　移動手段をもたず、温泉施設を利用できない町

民の健康づくりの促進が求められている。

　移動手段をもたない利用者が温泉施設を利用す

ることにより、多くの町民の健康増進が図られ

る。

生活環境の整備

子育て環境の確

保、高齢者等の保

健及び福祉の向上

及び増進



 ７４頁、過疎地域持続的発展特
別事業分（再掲）

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

8 教育の振興 (4) 過疎地域持続的発展特別事業 公設民営塾運営事業 町 ※

その他 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

9 集落の整備 (2) 過疎地域持続的発展特別事業 空き家活用促進事業 町 ※

集落整備 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

空き地対策推進事業 町 ※

〈事業内容〉

　老朽化により改修が必要な建物の整備

　

〈必要性〉

〈効果〉

※地域の持続的発展に資するものであり、その効果は将来に及ぶものである。

持続的発展施策区分 事　　業　　名

(　施　　設　　名　)

　公設民営による学習塾の運営

　寿都高校存続のため寿都高校及び寿都中学校生

徒を対象とした学力や勉強意欲の向上が求められ
ている。

　寿都高校生徒数の増加が見込まれ、将来を担う

人材の育成が図られる。

　空き家の利活用

　少子高齢化等の影響で町内の空き家が年々増え

ており、老朽化が進む前の建物を有効活用し、利

活用を検討するなど、早期対応が求められてい

る。

　老朽化の未然防止を図るとともに、住宅環境の

整備が期待される。

　地域の景観に著しく支障があり、また、防犯・

防災上で危険性も危惧されるため、緊急に対策が

求められている。

　まちの景観が維持されるとともに、廃屋対策の

推進が図られる。

事　　業　　内　　容 事業主体 備　　考

8 教育の振興 (4) 過疎地域持続的発展特別事業 公設民営塾運営事業 町

その他 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

9 集落の整備 (2) 過疎地域持続的発展特別事業 空き家活用促進事業 町

集落整備 〈事業内容〉

〈必要性〉

〈効果〉

空き地対策推進事業 町

〈事業内容〉

　老朽化により改修が必要な建物の整備

　

〈必要性〉

〈効果〉

持続的発展施策区分 事　　業　　名

(　施　　設　　名　)

　公設民営による学習塾の運営

　寿都高校存続のため寿都高校及び寿都中学校生

徒を対象とした学力や勉強意欲の向上が求められ
ている。

　寿都高校生徒数の増加が見込まれ、将来を担う

人材の育成が図られる。

　空き家の利活用

　少子高齢化等の影響で町内の空き家が年々増え

ており、老朽化が進む前の建物を有効活用し、利

活用を検討するなど、早期対応が求められてい
る。

　老朽化の未然防止を図るとともに、住宅環境の

整備が期待される。

　地域の景観に著しく支障があり、また、防犯・

防災上で危険性も危惧されるため、緊急に対策が

求められている。

　まちの景観が維持されるとともに、廃屋対策の

推進が図られる。


